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１ 総括評価 

 

(1)趣旨 

美しい県土づくりをさらに進めるため、

景観形成の目指す姿、主要方策、行動計画

等を示すとともに、これらが確実に実施さ

れるよう体制や仕組み、ルールづくり等の

マネジメントを重視した「ふじのくに景観

形成計画」を、平成 29 年３月に策定・公表

しました。（計画期間 H29～H38） 

本計画に位置付けた 92 の事業・取組の

平成 30 年度末現在の進捗状況について、

静岡県景観懇話会（有識者会議）から意見・

提言をいただいた上、静岡県景観づくり推

進本部（庁内推進組織）において、評価を

実施し公表します。 

 

 

(2)評価結果 

92 の事業・取組のうち、完了済みの事業・取組を除いた評価対象 90 の事業・取組

のうち、１事業・取組は進捗に遅れが見られますが、２事業・取組はＳ、87 事業・

取組はＡとなり、全体としては順調に進捗しているという評価結果となりました。 

なお、進捗に遅れが見られる事業・取組についても、計画期間内には完了する予

定となっています。 

 

評価区分 評価内容 件数 

Ｓ 計画以上の進捗が得られている 2 

Ａ 計画どおり進捗している 87 

Ｂ 進捗に遅れが見られるが計画期間※内に完了予定 1 

Ｃ 進捗に遅れがあり計画期間※終了後に完了予定 0 

－ 当該年度（Ｈ30）計画なし 0 

 合計 90 
※ふじのくに景観形成計画の計画期間（平成 29 年度～令和８年度）または、事業・取組のスケジュール

で示されている計画期間のうち、短い期間の方 

 

 

 

  

 

目指す姿 
「ふじのくに回遊式庭園」 

景観形成を進めるための 
６つの主要方策 

行動計画(Ａ) 

 

景観形成を 

主目的とする 

事業・取組 

（29） 

行動計画（92） 

行動計画(Ｂ) 

 

景観に配慮して 

行う事業・取組等 

 

（63） 

ふじのくに景観形成計画の構成 
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主な成果（平成 30 年度末現在） 

 

 

(3)今後の対応 

本計画に掲げた景観形成の目指す姿「ふじのくに回遊式庭園」の実現に向け、今

回の評価で得られた要因分析結果や改善点等を踏まえ、景観形成を推進していきま

す。推進に当たっては、県民、事業者、市町等の多様な主体と今後も連携・協働し

て取り組みます。 

特に、東京 2020 オリンピック・パラリンピックをマイルストーンとして、伊豆半

島及び自転車ロードレースコース沿線等で取り組んでいる違反広告物対策等につい

ては、県と市が一体となって徹底した是正指導に取り組んでいきます。さらに、その

成果を生かし、取組を全市町に広げていきます。 

また、静岡県景観づくり推進本部のマネジメントのもと、引き続き、各部局は、

主体的に景観形成に取り組みます。 

なお、今回の評価結果は、県ホームページに公開するなど、県民に対して積極的

に広報していきます。  

違反広告物の数 
2,232 件→982 件 
（56％減） 

景観形成⾏動計画の原案を調整 
関係者間で検討開始 

景観形成⾏動計画を策定 
（Ｈ31.3） 違反広告物の数 

144 件→87 件 
（40％減） 

 景観⾏政団体となった市町数 25（H28 末）→29 
 景観計画策定団体数 21（H28 末）→25 
 ふじのくに・⾊彩デザイン指針（第 4 版）策定 
 第 11 回静岡県景観賞 リニューアル開催 
 景観形成推進アドバイザー派遣件数 12 市町 12 件 
 景観まちづくり学習の⼿引き（案）策定 景観形成⾏動計画 

中期区分評価を実施 
「概ね⽬標を達成」 
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２ 個別評価 

（はじめに） 

主要方策の事業・取組は、内容が多岐にわたるため、一律に進捗管理を行うので

はなく、以下の選定フローに従って、進捗管理を行うこととしています。 

（ふじのくに景観形成計画 89頁） 
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 (1)行動計画（Ａ）評価結果 

評価対象の２８の事業・取組のうち、２事業・取組（7.1％）は「Ｓ：計画以上の

進捗が得られている」、２５事業・取組（89.2％）は「Ａ：計画どおり進捗している」

という評価結果となりました。なお、１事業・取組（3.6％）は進捗に遅れが見られ

ますが、計画期間内には完了する予定となっています。 

次頁以降に事業・取組ごとの評価結果を示します。 

 

行動計画（Ａ）評価書の見方、構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①評価 

評価区分に基づく担当課の自己評価結果 

②平成 30年度の実績・成果 

計画内容に対する平成 30年度の実績・成果（Ｈ31.3.31現在） 

③要因分析・改善点 

実績・成果が得られた要因あるいは得られなかった要因の分析、実績・成果が

得られていない場合は、課題や改善点を記入 

④今後の予定 

②、③を踏まえた平成 31年度以降の予定 

① 

② 

③ 

（左頁）計画内容 （右頁）実績、今後の予定等 

④ 
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（参考）景観形成の成果が伝わる写真の撮り方について 

もう少し検討が必要な事例 良い事例 

（例）景観伐採 施工後 

逆光×、道路との関係が不明瞭 見通しが確保されて走りやすくなったことが伝わる 

（例）違反広告物 撤去前 

※写真は一部加工してあります。 

 
周辺の景観との関係が不明瞭 

 

 
周辺の道路、山並み、住宅等も一緒に写っ

ている 

（例）広場整備 整備後 

人が居ない、閑散としている 

 

広場が利用され賑わっている様子が伝わる 
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行動計画（Ａ） 評価結果一覧表

1 広域景観の形成 A 交通基盤部 景観まちづくり課

2 富士山広域景観の形成 A 交通基盤部 景観まちづくり課

3 伊豆半島広域景観の形成 A 交通基盤部 景観まちづくり課

4 大井川流域・牧之原大茶園広域景観の形成 A 交通基盤部 景観まちづくり課

5 駿河湾、浜名湖、旧東海道、国土軸広域景観の形成 A 交通基盤部 景観まちづくり課

6 清水海岸（三保地区）の景観改善の取組 A 交通基盤部
河川企画課

河川海岸整備課

7 三保松原の松林保全技術支援事業 S 経済産業部 森林整備課

8 富士山周辺地域における無電柱化の推進 A 交通基盤部 道路企画課

9 伊豆半島における屋外広告物対策 A 交通基盤部 景観まちづくり課

10
「安全・快適の道」緊急対策事業
（旧伊豆地域緊急森林整備事業）

A 経済産業部 森林整備課

11 伊豆地域における無電柱化の推進 A 交通基盤部 道路企画課

12 公共施設整備における景観形成の推進 A 交通基盤部 景観まちづくり課

13 公共施設整備のデザイン協議の推進 A 交通基盤部　他
景観まちづくり課

各公共施設整備担当課

14 屋外広告物行政の推進 A 交通基盤部 景観まちづくり課

15 屋外広告物行政への民間活力導入 A 交通基盤部 景観まちづくり課

16 市町の景観行政団体への移行・景観計画の策定支援 A 交通基盤部 景観まちづくり課

17 観光地エリア景観計画の策定支援 A 交通基盤部 景観まちづくり課

18 景観重要公共施設の指定支援 B 交通基盤部　他
景観まちづくり課

各公共施設整備担当課

19 専門アドバイザーの派遣 S 交通基盤部 景観まちづくり課

20 美しい茶園でつながるプロジェクト H29完 経済産業部 地域農業課

21 農村景観保全への取組について A 経済産業部 農地整備課

22 ふじのくに美しく品格のある邑づくり A 経済産業部 農地保全課

23 豊かな暮らし空間創生の促進 A くらし・環境部
住まいづくり課
公営住宅課

24
主要方策４

ありとあらゆる機会を活用して
景観形成に取り組む

県費助成や許認可を通じた景観形成 A 交通基盤部　他 景観まちづくり課
県費助成・許認可制度所管課

25 景観形成活動の動機を高める普及啓発の推進 A 交通基盤部 景観まちづくり課

26 景観形成を担う人材の発掘・育成 A 交通基盤部　他 景観まちづくり課

27 景観形成を支える財源の確保・支援 A 交通基盤部 景観まちづくり課

28 景観形成推進コーディネーターの養成 A 交通基盤部 景観まちづくり課

29 多面的なモニタリングの実施 A 交通基盤部 景観まちづくり課

主要方策６

景観形成をマネジメントする

No 主要方策 事業・取組名 部局名 担当課評価

主要方策１

広域景観形成を
さらに加速させる

主要方策２

国内外に誇れる
高質な公共空間を形成する

主要方策３

静岡の景観を
全ての地域から底上げする

主要方策５

自立した持続性のある
県民・事業者に根ざした

景観形成を進める
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行動計画（Ａ）事業個票 

 

 番 号 ７ 

事業・取組名 三保松原の松林保全技術支援事業 

主 要 方 策 広域景観形成をさらに加速させる 

方 策 の 展 開 富士山 

取 組 項 目 
☐基本方針   ☐研究・検討   ☐規制・誘導   ☐普及・啓発 

■事業における景観形成の推進  ☐その他 

部 局 名 経済産業部 担 当 課 森林整備課 

概 要 

三保松原の松林を適切に保全するため、三保松原の松林保全技術

支援事業により、静岡市が行うマツ材線虫病対策や松林に適した環

境づくり（土壌改良）等を技術的に支援する。 

景観形成に関する考慮事項、進め方 

 三保松原の松林保全技術会議の提言書に基づき、マツ材線虫病の早期微害化や

マツの生育に適した環境づくり（土壌改良）等を進め、健全な松林の維持管理

により、三保松原の景観を保全する。 

事業・取組のスケジュール 

項目 
短期 中期 

(H34～H38) 

長期 

（H39 以降） H29 H30 H31 H32 H33 

マツ材線虫病対策        

松林に適した環境づくり        

・土壌改良資材等試験・検証         

・三保主要区域で実施        
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評 価 Ｓ 

平成 30 年度の実績・成果 

 マツ材線虫病の早期微害化については、これまで実施してきた対策（薬剤散布

や伐倒駆除、予防剤注入）により、「三保松原の松林保全に向けた提言書」の目

標である被害率１本/ha 以下を達成することができた（平成 30 年度は被害率

0.65 本/ha）。 

 マツの生育に適した環境づくりについては、平成 28 年に土壌改良資材試験の中

間報告を基に、炭による土壌改良を三保松原においても試行を始めた。平成 29

年度に三保松原で試行した土壌改良についてモニタリングした結果、細根の発

根が確認され、菌根菌の形成状況も概ね良好であり、樹勢回復が図られた。 

 マツ材線虫病感染木の早期発見については、マツ全数の個体情報を管理する、

三保松原松林管理のデータベースシステムを構築した。 

要因分析・改善点（成果が得られた要因あるいは得られなかった要因、課題等） 

 薬剤散布や伐倒駆除、予防剤注入の徹底的な対策により、マツ材線虫病の早期

微害化を達成することができた。 
 土壌改良については、樹勢回復の兆しが見られるため、計画を前倒して試行し

ている。 
 マツ材線虫病の被害状況把握のため、地域住民、企業等がデータベースを活用

し、行政と連携した監視体制を確立していく。 

今後の予定 

（ ）H30 完了  （○）継続 

 引き続き、マツ材線虫病の徹底した対策を行っていくと共に、本年６月に設立

した一般財団法人三保松原保全研究所を中核として、データベースの普及やマ

ツ材線虫病に関する講習会の開催を通じた地域連携モデルの試行や検証を行

う。 

 

炭による土壌改良の様子 三保松原と富士山 
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(2)行動計画（Ｂ）評価結果 

評価対象の６２の事業・取組全て「Ａ：計画どおり進捗している」という評価結

果となりました。 

次頁以降に事業・取組ごとの評価結果を示します。 

 
 

行動計画（Ｂ）評価書の見方、構成 

 
 
 
 
 

①平成 30年度実績 

計画内容に対する平成 30年度の実績・成果（Ｈ31.3.31現在） 

事業・取組の実績とともに、景観形成に寄与・景観形成上考慮した事項を記入 

（参考「景観配慮がまちづくりに及ぼす効果」（出典：国土交通省資料）） 

②評価 

評価区分に基づく担当課の自己評価結果 

  

（左頁）計画内容 

① ② 

（右頁）実績 
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行動計画（Ｂ）評価結果一覧

1
定点観測地点からの展望
景観の観察

地元市町による県内11箇所における定点観測により、視界に
入り込む阻害要因について把握する。

文化・観光部

2
ぐるり富士山風景街道（日
本風景街道）の取組推進

国や関係市町との連携を密にした、地域主体の活動に参加
し、広報などの側面支援を実施する。
富士山の包括的な道路景観管理に向けた継続的な検討・取
組を実施するとともに、例年10月の１か月間を「ぐるり富士山
風景街道一周清掃」として、富士宮市朝霧地区を中心とした清
掃活動を実施していく。

交通基盤部

3
駿河湾の世界で最も美しい
湾クラブ関連事業の推進

沿岸市町や加盟他湾との連携・協働による国内外への情報発
信を行う。

交通基盤部

4
清水都心ＷＦ地区開発基本
方針の策定

物流機能移転、大型客船受入環境整備、防潮堤整備、緑地整
備を行う。

交通基盤部

5
東静岡周辺地区「文化力の
拠点」形成検討事業

「文化力の拠点」の形成にあたり、眺望・景観へ配慮する。 文化・観光部

6
日本平山頂シンボル施設
の整備

文化財保護法、県立自然公園条例及び静岡市景観条例に基
づき眺望施設を整備する。

文化・観光部

7 無電柱化の推進
市町の策定する景観計画等を踏まえつつ、道路管理者と電線
管理者、地元自治体と連携・調整して、実施箇所の選定を図
り、無電柱化の推進に努める。

交通基盤部

8
わかりやすい道案内の推
進

主要な観光地において、観光施設等を案内する標識の多言語
化（４ヶ国）を実施する。
道路案内標識の英語表記ルールを統一し、改善する。

交通基盤部

9
津波対策「静岡方式」の推
進

伊豆半島沿岸10市町にて、市町と連携し、地域住民や漁業関
係者等、様々な立場の方々の参加による津波対策地区協議
会において、地域の特性を踏まえた最も相応しい津波対策の
検討を行い、方針を決定する。

交通基盤部

10
景観デザインの基本方針に
基づいた防潮堤整備の実
施

防潮堤本体工事の進捗に併せて利活用等に資する施設を整
備する。

交通基盤部

11 津波避難誘導標識の設置
静岡県津波避難標識指針による統一規格に基づく分かりやす
い標識の設置を推進する。

危機管理部

部局名

主要方策２

国内外に
誇れる
高質な

公共空間
を形成する

No 主要方策 事業・取組名

主要方策１

広域景観
形成を

さらに加速
させる

計画期間中（H29～R8）の
主な事業・取組予定
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富士山世界遺産課
定点観測地点からの展望景観に係る阻害要因は確認されず、良好な富士山の眺めが保全でき
ている。その内容は、平成29年度経過観察指標に係る年次報告書として平成31年3月開催の富
士山世界文化遺産協議会において承認された。

A 1

道路企画課
10月から11月までの２か月間をぐるり富士山風景街道一周清掃期間として、地域住民、NPO、企
業と行政の協働のもと、富士山周辺の道路環境美化活動を実施し、地域の景観的な魅力を高め
た。

A 2

港湾企画課

以下のような様々な活動を通じて、駿河湾の美しい景観を認知し、景観の保護を考える機会を生
んでいる。
・「湾クラブ」に加盟する駿河湾の普及啓発事業として、駿河湾フェリーを活用した「駿河湾魅力
発見親子ツアー」を実施。
・沿岸11市町で撮影された作品を対象に駿河湾フォトコンテストを実施。
・マックスバリュ東海㈱と駿河湾沿岸に本社や工場を置く企業が連携し、「湾クラブ」に加盟する
駿河湾をデザインした商品を企画販売し、駿河湾をPR。
・沿岸11市町担当者による第３回駿河湾連携組織立上準備会を開催した。

A 3

港湾企画課

当該地区における施設整備については、「清水都心WF地区デザイン専門家会議」に諮り、エリア
の模型を囲みながら専門家から助言を受けつつ、施設配備や施設意匠などの空間デザインを進
めている。
会議等の結果を受け、”みなとまち”にふさわしい良好な景観形成に配慮した施設計画を策定中
であり、一部緑地の整備に着手し始めている。

A 4

文化力の拠点推進課
「文化力の拠点」プロジェクトチーム内に設置した空間構成・景観タスクにおいて、静岡市が作成
した東静岡地区景観形成基本方針などを踏まえ、眺望や景観に配慮した施設となるよう、施設
整備に向けた検討を実施した。

A 5

観光政策課

世界遺産富士山と雄大な駿河湾を一望できる展望施設　愛称「日本平夢テラス」を平成30年11
月に開館した。本施設は、文化財保護法（名勝日本平の現状変更）の許可を受け、周囲の自然
景観と調和した施設とした。
平成30年度末時点で、年間目標（30万人）を大きく上回る64万人に御来館いただいており、本県
の美しい景観を多くの方に伝えることができた。

A 6

道路企画課
 「白糸ノ滝周辺地区」において、平成30年12月に無電柱化が完了し、白糸の滝観光案内所から
の富士山の眺望が改善された。

A 7

道路保全課
ラグビーW杯及び東京オリンピックパラリンピックの開催にあたり、アクセスルートの英語表記の
改善を優先的に実施し、地域内外の人の訪問に寄与した。

A 8

河川企画課

津波防災と景観・利用等の調和や避難困難地区の解消を図るため、防潮堤等の施設整備と避
難体制の整備など地域の実情にあった津波対策について検討を重ねている。
平成31年３月末までに24地区で「津波対策の方針」を、さらに９地区で「津波対策の方針（中間報
告）」がとりまとまった。

A 9

河川海岸整備課
浜松防潮堤は平成31年３月末までに全体延長17.5kmのうち、10.3kmの区間について標高13mま
での築堤が完了し、築堤に合わせて利活用のための階段や斜路を整備した。

A 10

危機情報課
危機政策課

「静岡県津波避難標識指針」において、市町が整備する津波避難誘導標識の図記号や色、レイ
アウト等を統一するよう促している。
これにより、平成30年度に市町が整備した498基の津波避難標識うち、497基が当指針に準拠し
たものとなっており、沿岸部の統一した景観形成に寄与している。
指針に準拠していない1基については、景観への影響は軽微、かつ、避難意識向上のための工
夫ではあるものの、引き続き、指針に基づく統一規格による標識の設置を市町に働きかける。

A 11

担当課 No
平成30年度実績

（景観形成に寄与、景観形成上考慮した事項）
評価
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部局名No 主要方策 事業・取組名
計画期間中（H29～R8）の

主な事業・取組予定

12

主要方策２

国内外に
誇れる
高質な

公共空間
を形成する

公共建築物等での県産材
利用促進

木材需要拡大庁内会議、地域連絡会、県産材利用講習会・セ
ミナー、ふじのくに木使い建築施設表彰を開催する。

経済産業部

13
産業廃棄物適正処理・不法
投棄対策事業

不法投棄の撲滅等を図るため、不法投棄の監視パトロール等
を実施する。

くらし・環境部

14
不法投棄未然防止緊急対
策事業費助成

廃棄物の不法投棄の未然防止に資する事業を実施する市町
に対し、設置費用を助成する。

くらし・環境部

15 多自然川づくりの推進
河川整備を行うにあたっては、多自然川づくりを基本とし、多
自然工法の検討を実施する。

交通基盤部

16
養浜を主体とした侵食対策
の実施

計画量の養浜の継続と必要最小限の構造物の設置を実施す
る。

交通基盤部

17
海岸漂着物等対策事業費
助成

海岸漂着物等の回収・処理及び発生抑制を行う市町に対し、
環境省の地域環境保全対策費補助金（海岸漂着物等地域対
策推進事業）を活用し、助成を行う。

くらし・環境部

18
放置艇プレジャーボート対
策（浜名湖）

二級河川浜名湖（都田川）等における、不法係留船や放置艇
のパトロール調査、放置艇や沈廃船の緊急移動・撤去等を行
う。

交通基盤部

19 造林事業
森林を適切に管理するため、森林所有者等が行う森林施業
（保育、間伐等）を造林事業等により支援する。

経済産業部

20 治山事業
保安林の機能回復、強化を図るとともに、森林景観の改善に
努める。

経済産業部

21
静岡県森林景観形成ガイド
ラインの普及啓発

森林土木工事の設計者や民間事業者に対し情報提供する。 経済産業部

22
都市山麓グリーンベルト整
備事業

竹林の拡大防止や植樹など、植林帯の維持や里山の保全を
定期的かつ永続的に実施する。

交通基盤部

23
富士山麓不法投棄廃棄物
撤去事業費助成

富士山の世界文化遺産登録に係る構成資産及び緩衝地帯
（三保松原を除く。）並びに保存管理区域に不法投棄され、残
置された産業廃棄物の撤去に取り組む非営利団体等に対し
て、助成を行う。

くらし・環境部

24
茶草場農法実践者の応援
制度の確立

茶草場農法応援企業の募集・登録及び、連携した作業支援を
行う。
茶草場農法の広報と実践者認定マーク入り商品のＰＲを行う。

経済産業部

25 わさび田の保全と活用 静岡わさび農業遺産推進協議会の活動を支援する。 経済産業部

主要方策３

静岡の
景観を
全ての

地域から
底上げする
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担当課 No
平成30年度実績

（景観形成に寄与、景観形成上考慮した事項）
評価

林業振興課

「“ふじのくに”公共建築物等木使い推進プラン」に基づき、県の率先利用を進め、地域連絡会や
県産材利用講習会・セミナー等を開催し、市町等の取組を促進することで、木材を利用した良好
な景観形成に対する関心を深めた。「第２回ふじのくに木使い建築施設表彰」を行い、県産材利
用の模範となる建築物を表彰した。

A 12

廃棄物リサイクル課
不法投棄の撲滅等を図るため、不法投棄の監視パトロール等(通常パト・夜間監視等：約150回、
統一パト：２回、休日等委託パト：計230回　等)を実施し、県内の良好な景観の形成・保全を図っ
た。

A 13

廃棄物リサイクル課
廃棄物の不法投棄の未然防止に資する事業を実施する６市町に対し、設置費用を助成し、県内
の良好な景観の保全を図った。

A 14

河川海岸整備課
一級河川稲瀬川において、河道掘削工の施工にあたり、治水機能の確保と併せ、水生生物の生
育環境に配慮した工事を実施した。その後、施工前後の水生生物のモニタリング調査結果をまと
め、当該箇所の自然環境の復元を確認した。このことにより、河川景観の保全を図った。

A 15

河川海岸整備課
計画量の養浜の継続と必要最小限の構造物の設置を実施する侵食対策方針に基づき、養浜工
を実施し、海岸の景観保全を図った。

A 16

廃棄物リサイクル課
海岸漂着物等の回収・処理及び発生抑制を行う15市町に対し、環境省の地域環境保全対策費
補助金(海岸漂着物等地域対策推進事業)を活用して助成し、海岸の良好な景観の保全を図っ
た。

A 17

河川砂防管理課
（公財）浜名湖総合環境財団や関係市町と共にパトロールを実施し、撤去指導等を行うことによ
り、浜名湖の景観保全を図った。

A 18

森林整備課
森林整備（保育・除間伐）により、適切に管理された美しい森林9,971haを創出し、良好な森林景
観を形成した。

A 19

森林保全課 荒廃山地の復旧や、過密林分における本数調整伐により、良好な森林景観を形成した。 A 20

森林保全課
森林土木工事や林地開発許可に当たり、森林景観形成ガイドラインに配慮した事業実施を指導
した。

A 21

砂防課
庚申塔沢における管理道の整備（木製階段工100段、筋工L＝30～50m）や間伐作業等を実施し
た。材料を木製にする等、景観を考慮した。

A 22

廃棄物リサイクル課
富士山の世界文化遺産登録に係る構成資産及び緩衝地帯(三保松原を除く。)並びに保全管理
区域に不法投棄され、残置された産業廃棄物の撤去に取り組む非営利団体(１団体)に対して助
成し、富士山世界文化遺産区域の良好な景観の形成を図った。

A 23

お茶振興課

以下のとおり、伝統技術の維持・活用に取り組んだ。
・茶草場農法により生産された茶商品の販売登録者数　138社（H30年度末現在）
・作業応援ボランティア参加者数　132名（このうち、参加企業数 ５社）
・世界農業遺産認定地域と連携した首都圏等でのＰＲ実績　８回
・生物多様性貢献度表示シール販売数累計　3,788千枚（H30年度末現在）
・開発した新商品数　４商品（H30年度）

A 24

農芸振興課

世界農業遺産認定をきっかけとし、わさび生産者、地域住民によるわさび田周辺の景観保全へ
の意識が高まっている。
・わさび田周辺の草刈
・耕作放棄田の再生利用
・景観と調和した遮光資材の導入（緑色寒冷紗の導入、新資材の実用性評価）

A 25
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部局名No 主要方策 事業・取組名
計画期間中（H29～R8）の

主な事業・取組予定

26
世界かんがい施設遺産登
録の支援

世界かんがい施設遺産登録を支援する。
世界かんがい施設遺産のＰＲを行う。

経済産業部

市町が策定する景観農業振興地域整備計画を支援する。 経済産業部

景観行政担当者会議等において、制度の周知等を行う。 交通基盤部

28 耕作放棄地対策の推進
農業者が行う再生作業等の取組に対して支援する。
耕作放棄地の再生利用事例や手法を研究するためのシンポ
ジウムを開催する。

経済産業部

29
（公財）静岡県グリーンバン
ク環境緑化事業への支援

（公財）静岡県グリーンバンクが県民の協力を得て行う環境緑
化事業に対し助成する。

くらし・環境部

30 街路整備事業
景観や環境に配慮した歩道舗装や照明、街路樹等を設置す
る。
無電柱化を推進する。

交通基盤部

31 公園・緑化推進事業
市町が行う都市緑化に貢献する公園やその他緑化施設の整
備事業に対して補助を行う。

交通基盤部

32 河川海岸環境整備事業
瀬戸川保福島地区の親水公園整備及び大井川梅高地区の親
水公園整備等を実施する。

交通基盤部

33 空家等対策
 県と全市町で構成する空き家等対策市町連絡会議により情
報提供を行なうとともに、特定空家対策の推進に取り組む。

くらし・環境部
交通基盤部

34
富士山麓フロンティアパー
ク小山造成事業

富士山麓フロンティアパーク 小山（小山湯船原工業団地）の
造成にあたり『富士山を借景にした森に佇む工業団地』をコン
セプトに、富士山の眺望確保のため、富士山側の道路は電線
地中化する。また、新たに設置する緑地には潜在自然植生を
尊重した樹種を選定し自然環境との調和を図る。

企業局

35
市町の条例の策定や運用
に関する助言
工場緑化セミナーの実施

随時の情報共有やアドバイスを行う。
市町と協働して、工場緑化や企業が行う環境活動に関するセ
ミナーや見学会を実施する。

経済産業部

36 連絡協議会の開催
「特別名勝富士山及び史跡富士山保存管理連絡協議会」及び
「名勝伊豆西南海岸保存管理連絡協議会」を定期的に開催す
る。

文化・観光部

37
文化財の指定、整備・活用
の促進

県文化財保護審議会を開催する。
文化財指定に向けた調査を実施する。
国、市町の調査事業への助言・協力等を行う。
文化財保存費等の補助を行う。

文化・観光部

27
景観農業振興地域整備計
画の策定支援

主要方策３

静岡の景観
を全ての
地域から

底上げする
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担当課 No
平成30年度実績

（景観形成に寄与、景観形成上考慮した事項）
評価

農地計画課
地域の景観を構成する世界かんがい施設遺産のＰＲを行った。
（ＰＲ動画を作成し、東館２階の展示スペースで公開した。）

A 26

農地利用課
農地計画課
農地保全課

農山村地域の良好な景観を形成するため、本計画については随時説明を行っているが、平成30
年度は景観農業振興地域整備計画を策定する市町がなかった。

景観まちづくり課
県内市町の景観担当者に対して、景観法等基礎知識や県の景観施策等を説明する会議を開催
し、その中で、景観農業振興地域整備計画の周知を図った。

農業ビジネス課
農地計画課

平成30年度は200haの荒廃農地（耕作放棄地）の再生が図られ、地域の景観的魅力が高まっ
た。そのうち、荒廃農地等解消総合対策事業により15ha、経営体育成基盤整備事業等で6.9haの
荒廃農地が解消された。平成31年1月30日に耕作放棄地再生・活用等シンポジウムを開催し、
一般県民や農業者、農業関係団体等に対し、耕作放棄地再生への意識啓発を図った。

A 28

環境ふれあい課

緑化グループ活動の支援106団体、景観づくり団体の支援17団体、優良景観樹木保全事業実施
22箇所、住民参加による芝生緑化支援６箇所、駅前などに質の高い花壇を整備するおもてなし
空間創造事業実施４団体等の取組に助成を行った結果、県内各地で緑化活動が促進され、緑
化活動に対する住民参加の機運が高まり、地域の景観的な魅力が向上した。

A 29

街路整備課
(都)沼津南一色線及び（都）西間門新谷線の無電柱化工事を推進したことで、地域の景観的魅
力の向上に寄与している。

A 30

公園緑地課
緑豊かで、安全・安心な都市環境の形成を図るためため、３市６公園への助成を行ったことで、
地域の景観的魅力（利便性・快適性）が高まった。

A 31

河川海岸整備課
瀬戸川保福島地区及び大井川梅高地区において、親水公園の整備に伴う基盤造成や園路整備
を実施し、良好な河川景観の形成を図った。

A 32

住まいづくり課
建築安全推進課
景観まちづくり課

空き家等対策市町連絡会議を４回、「特定空家等」の判定に係る実地研修会を１回開催する等、
市町の空き家対策を支援した結果、新たに７市町で「空家等対策計画」が策定されるとともに、浜
松市が２件目となる危険な空き家に対する略式代執行を実施し著しく景観を損なっている状態を
解消した。

A 33

地域整備課
周辺の自然環境との調和を図るために調査・選定した地域由来の樹種を、工業団地全体で約
81,000m2に約44,000本を植樹した。

A 34

企業立地推進課

市町に対し、工場立地法の運用に関して、景観美化に繋がる工場緑化や緑地の配置等のアドバ
イスを行った。
また産業見学会では、平成30年緑化優良工場等経済産業大臣表彰を受賞した㈱キャタラーの
緑化の取り組みを視察し、県内外の企業に対し事例紹介を行った。

A 35

文化財保護課

次のような取組を通して、地域の歴史的な景観の保護につなげた。
平成30年7月17日、「名勝伊豆西南海岸保存管理連絡協議会」を開催し、文化財保護法に関す
る情報共有を図った。
平成31年３月６日、「特別名勝富士山及び史跡富士山保存管理連絡協議会」を開催し、文化財
保護法に関する情報共有を図った。

A 36

文化財保護課

平成30年11月26日及び平成31年３月11日に文化財保護審議会を開催し、２件を県指定文
化財とした。
保存･活用上修理が必要となるものは、文化財保存費等の補助を行い、経年劣化した外
壁・屋根等を改修することで、歴史的景観の向上につなげた。

A 37

27A
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部局名No 主要方策 事業・取組名
計画期間中（H29～R8）の

主な事業・取組予定

38

主要方策３

静岡の景観
を全ての
地域から

底上げする

重要文化的景観の選定支
援

文化財担当者研修等において保護制度等を説明する。
市町調査事業への助言・協力等を行う。

文化・観光部
交通基盤部

39
日本平・三保の松原県立自
然公園　公園計画の見直し

公園計画の見直しについて、環境調査結果を基に関係機関と
調整を行う。

くらし・環境部

40
環境影響評価法や静岡県
環境影響評価条例等に
基づく審査・指導

環境影響評価対象事業となる開発事業案件に対し、随時審
査・指導を実施する。

くらし・環境部

41 林地開発許可制度の運用
林地開発許可の審査を通じて、良好な森林景観の維持に努め
る。

経済産業部

42 建築協定の認可促進
住民主導の潤いのあるまちなみを整備するため、市町への支
援を行う

くらし・環境部

43
都市計画法の開発許可を
通じた景観形成の誘導

市町への助言を行う。
開発審査会を開催する。

交通基盤部

44
工場立地法の制度活用支
援

届出を所管する市町への情報提供、運用に対するアドバイス
を行う。
工場緑化ガイドラインを更新し、事業者に優良な取り組みを紹
介する。

経済産業部

45
文化財保護法・条例に基づ
く手続きの実施

保護制度等の周知事業を実施する。
許可手続き等を適切に履行する。

文化・観光部

46
農村の魅力フォトコンテスト
の実施

農村景観等の魅力をＰＲし、保全活動の啓発を図る。 経済産業部

47
「花の都しずおか」づくりの
推進

花や緑に関する講座やコンクールを開催する。 経済産業部

48
緑化優良工場等表彰の推
薦

県内で先進的な緑化や環境活動に取り組む工場を、経済産業
省等の表彰に推薦する。

経済産業部

49
調査研究成果等を踏まえた
情報提供

調査研究成果等を基に、富士山世界遺産セミナーや企画展等
を開催する。

文化・観光部

50 「水の都しずおか」の推進 県ＨＰにより「水の都しずおか」に関する情報発信を行う。 くらし・環境部

主要方策５

自立した
持続性の
ある県民・

事業者
に根ざした
景観形成
を進める

主要方策４

ありと
あらゆる
機会を

活用して
景観形成

に取り組む
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担当課 No
平成30年度実績

（景観形成に寄与、景観形成上考慮した事項）
評価

文化財保護課
景観まちづくり課

平成30年４月27日、市町文化財行政担当職員を対象とした研修会において、重要文化的景観保
護制度を説明し、重要文化的景観の選定に向け働きかけた。

A 38

自然保護課
自然公園区域の適切な管理を行うため、自然環境の状況を把握し、自然環境や景観保全のた
めの区域変更の必要性を見直した。地権者や関係機関と調整の結果、変更手続きが完了した。

A 39

生活環境課

（仮称）御前崎リサイクルエネルギープラザ整備事業、志太広域事務組合新ごみ処理施設(仮称)
クリーンセンター整備事業、（仮称）御前崎港バイオマス発電事業、一般国道414号伊豆縦貫自
動車道（伊豆市～河津町）の各事業について、環境影響評価審査会における審査を踏まえた知
事意見を述べることを通じて事業が地域の景観に著しい影響を及ぼすことがないよう審査・指導
した。

A 40

森林保全課
民間事業者に対する林地開発許可に当たり、良好な森林景観を維持するため、法面の在来種
による緑化や、残置森林等の配置等を指導した。

A 41

建築安全推進課

良好な景観や住環境を保全する方法として建築協定制度があるため、県では市町建築行政担
当者を対象とした研修会を開催し、建築協定制度等の説明を行うとともに、各市町に対して建築
協定設置条例の制定を働きかけている。
平成30年度に建築協定設置条例を制定した市町及び建築協定認可地区はなかったが、平成31
年3月末現在、全35市町のうち32市町が建築協定設置条例を制定し、建築協定認可地区は累計
134地区となっている。

A 42

土地対策課
市町が県開発審査会に付議する際に提出する図書(「事業概要書」)の記載事項「景観への配
慮」に対して助言を行い、地域の良好な景観の形成に寄与した。
（開発審査会は６回開催）

A 43

企業立地推進課
市町に対し、工場立地法の運用に関して、景観美化に繋がる工場緑化や緑地の配置等のアドバ
イスを行った。

A 44

文化財保護課
平成30年４月27日、市町の文化財行政担当職員を対象に研修会を実施し、文化財保護制度、
文化財保護法に基づく適正な手続き等について説明するとともに、文化財周辺環境についても
一体として保存・活用するよう促した。

A 45

農地保全課

県内外の幅広い世代に農山村景観保全の必要性を周知するため、民間店舗への募集チラシの
配架や、学生への情報提供などにより、募集を行った。
その結果、800点を超える応募があり。その中から入賞作品41点を選出した。
県外からも多数の応募があり（特選は県外在住の方が受賞）、県外に対しても静岡県の農山村
の魅力発信することができた。また、入賞作品を広報誌等に活用し、農山村景観の魅力を発信し
た。

A 46

農芸振興課

「ふじのくに花の都しずおか花緑コンクール」をきっかけとし、地域住民の花緑の利活用に対する
意識や景観美化への意識が高まっている。
・公共花壇や自宅庭園の手入れ、周辺道路のゴミ拾い等による景観美化。
・参加住民の花緑に対する意識の高まり。
・受賞者がマスコミ等の取材を受けた。

A 47

企業立地推進課

平成30年は景観美化に繋がる緑化や環境活動に取り組む県内4工場の推薦を行い、各賞を受
賞した。
（経済産業大臣賞：㈱キャタラー、関東経済産業局長賞：ミネベアミツミ㈱浜松工場、日本緑化セ
ンター会長賞：㈱日立ﾊｲﾃｸｻｲｴﾝｽ 小山事業所、日本緑化センター会長奨励賞：静岡製機㈱浅
羽工場）

A 48

富士山世界遺産課

富士山の景観は、「芸術の源泉」として数多の芸術作品の題材になり、「信仰の対象」として様々
な信仰を生み出し日本人の心のよりどころになっている。そのような富士山の普遍的な価値を後
世に守り伝えていくための調査研究を実施し、その成果を公開するため、平成30年度は、富士山
の絵画や巡礼路などに係る企画展及び富士山の文学などに係る世界遺産セミナー等を開催し
た。

A 49

企画政策課
水環境の保全を呼び掛けるため、県HPにより「水の都しずおか」に関する情報発信を行い、水の
ある景観保全の意識の醸成を図った。

A 50
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部局名No 主要方策 事業・取組名
計画期間中（H29～R8）の

主な事業・取組予定

51 県産材利用促進

県産材PRイベントへの出展及び、出展支援を行う。
webサイト「木使いネット」による情報発信を行う。
木工工作コンクールを実施している団体への補助及び知事
賞、部長賞の表彰を行う。

経済産業部

52 文化財クローズアップ
県内の文化財と気軽に触れ合える機会として講演会やシンポ
ジウムを開催する。

文化・観光部

53 観光人材育成講座の開催
景観づくりに関する講座を、静岡文化芸術大学に委託して実
施する「観光人材育成講座」の一部として実施する。（H29年
度）

文化・観光部

54
総合的な学習の時間等をと
おした実践

市町において、地域のひと、もの、こととの関わりを生かした総
合的な学習の時間の実践を行う。

教育委員会

55 「地域学」推進事業

指定校（平成29年度、県立松崎高校等10校）において地域学
の学習活動を推進する。
富士山や伊豆半島ジオパークにおいてフィールドワークを実施
する。

教育委員会

56
しずおかアダプト・ロード・プ
ログラム

快適な道路空間を創出するために、地域住民や企業などの道
路清掃や美化活動を支援する。

交通基盤部

57 リバーフレンドシップ
地域住民や利用者等の清掃や除草等の河川美化活動を支援
する。

交通基盤部

58 しずおかポートサポーター
地域住民等が行う港湾・漁港環境整備施設の美化や維持管
理、係留施設等における簡易な目視による点検、港湾・漁港
施設等を活用した環境学習や啓発活動等を支援する。

交通基盤部

59
一社一村しずおか運動
ふじのくに美農里プロジェク
ト

取組活動組織、範囲の拡大を図る。 経済産業部

60 道路協力団体制度の活用
道路の維持管理や利便性向上につながる活動に積極的に取
り組む民間団体等を、「道路協力団体制度」を活用し、支援す
る。

交通基盤部

61 日本風景街道の取組促進
国や関係市町との連携を密にした、地域主体の活動に参加
し、広報などの側面支援を実施する。

交通基盤部

62
河川海岸愛護団体等活動
事業（補助金）

引き続き、県内の市町に対し、河川海岸愛護事業費補助金の
交付を行う。

交通基盤部

63
沼津港みなとまちづくり推
進計画への取組

平成29年度まで、官民の関係者が参加する沼津港まちづくり
会議及びプロデュースチームのワークショップにおいて、取組
み内容を纏め整備方針に反映させる。
それ以降、機能再編として物流機能の移転、緑地整備、施設
整備を進めていく。

交通基盤部

主要方策５

自立した
持続性の
ある県民・

事業者
に根ざした
景観形成
を進める
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担当課 No
平成30年度実績

（景観形成に寄与、景観形成上考慮した事項）
評価

林業振興課

以下のような取組を通じて、地域の産業の活性化につなげた。
・関係団体への補助等により、県産材をＰＲするイベントへの出展支援、木工工作コンクールの
実施支援、知事賞・部長賞の表彰を行い、木材を利用したまちづくりに関する意識を高めた。
・webサイト「木使いネット」による情報発信を行った。

A 51

文化財保護課
平成30年10月14日、島田市民総合施設プラザおおるりで開催した文化財クローズアップ「川越遺
跡と大井川」には、総計147人の参加があり、歴史的なまち並みに対する理解を深めることがで
きた。

A 52

大学課 - H29完 53

義務教育課

景観まちづくり学習協力校に指定された御殿場市立原里小学校では、６年生の児童が総合的な
学習の時間を使って、「どうしたら美しい富士山の風景を守れるか」をテーマに、調べ、発表し合う
活動をとおして、自分たちがまちの環境を大切にするための行動を考え、郷土愛を高めた。
また、平成31年３月に「景観まちづくり学習の手引き(案)」を策定した。今後、他の協力校におい
て、これを活用した実践を行い、よりよい取組方法等を検討していく。

A 54

高校教育課

以下の取組を通して、地域に対する生徒の関心を高めた。
・指定校（平成30年度、県立松崎高校等10校）において地域学の学習活動を推進した。
・指定校の取組をリーフレットとして全公立高校に配布した。
・伊豆半島ジオパークにおいてフィールドワークを実施した。(参加者101人)

A 55

道路保全課 快適な道路空間を創出するために、地域住民や企業等の道路清掃や美化活動を支援した。 A 56

河川企画課
河川海岸整備課

26団体と新たに同意書を締結して、河川美化活動を支援することにより、河川の景観保全を図っ
た。

A 57

港湾企画課
各認定団体の活動に必要な道具等の支給や活動に対する保険加入の負担を行っている。
団体には、清掃作業や植栽の手入れなどを通じて、美しい景観の維持に努めていただき、港を
訪れる人々に快適な空間を提供している。

A 58

農地保全課
農地整備課

【一社一村しずおか運動】
新たに１の活動を認定し、平成30年度末時点で33の農山村地域と37の企業により40の活動が
認定。
一社一村しずおか運動による農山村景観保全に関わる取組等を紹介する広報誌を２回発行し、
県民に周知を図った。

【ふじのくに美農里プロジェクト】
活動組織数が、H29年度末では232、H30年度末では235である。
また、保全管理する面積は、H29年度末では15,135ha、H30年度末では15,202haであり、地域の
農山村景観保全に関わる取組が拡大している。

A 59

道路企画課
道路保全課

県内では、国が管理する国道139号（ぐるり富士山風景街道）において、富士山朝霧高原景観管
理協議会が道路協力団体として指定されている。
本制度を活用し、道路空間の修景や除草など良好な道路景観を維持するための活動を支援し
た。

A 60

道路企画課
ワークショップや道路環境美化活動など地域主体の活動に参加し、地域の景観的な魅力を高め
た。

A 61

河川砂防管理課
県内31市町に対し河川海岸愛護事業費補助金の交付を行い、河川海岸の美化活動を援助する
ことにより、河川海岸の景観保全を図った。

A 62

港湾企画課
平成30年度から新たな観光バスの乗降ルールを運用する内港北側については、乗降場に配慮
した多目的広場の設計を行った。
設計では、美しい景観と港らしい風情とが調和した「高質な水辺空間」を目指している。

A 63
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部局名 文化・観光部 

担当課 富士山世界遺産課 

 

№ １ 事業・取組名 定点観測地点からの展望景観の観察 

 

（１） 事業・取組の概要 

世界遺産「富士山」の顕著な普遍的価値を表す資産の範囲を確実に保護するため、地

元市町による県内 11 箇所における定点観測により、視界に入り込む阻害要因について

把握する。 

 

（２） 平成 30 年度の実績・成果 

定点観測地点からの展望景観に係る阻害要因は確認されず、その内容は、平成 29 年

度経過観察指標に係る年次報告書として平成31年 3月開催の富士山世界文化遺産協議

会において承認された。 

 

（３） 実績・成果における要因分析 

文化財保護法や自然公園法等による各種規制や市町の景観条例等による開発の規

模・位置に対する制御に効果のある行政手続の充実により、良好な展望景観が保たれて

いる。 

 

（４） 今後の予定 

今後も引き続き経過観察を実施することで、展望景観の阻害要因を早期に把握し、負

の影響を未然に防止する。 
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部局名 文化・観光部 

担当課 観光政策課 

 

№ ６ 事業・取組名 日本平山頂シンボル施設の整備 

 

（１）事業・取組の概要 

 文化財保護法、県立自然公園条例及び静岡市景観条例に沿って眺望施設を整備する。 

 

（２）平成 30 年度の実績・成果 

 平成 30 年 11 月３日に、「日本平夢テラス」という愛称で開館した。平成 30 年度末

時点で、年間目標（30 万人）を大きく上回る 64 万人に御来館いただいている。 

 

（３）実績・成果における要因分析 

 日本平が独立丘陵であり、四囲八方を眺望できる特性から八角形とし、主構造を鉄骨

構造、意匠材として木材を多用することで、自然と融和した柔らかな印象を与える建築

物となった。 

屋根は主となる眺望方向（富士山方向）を折り上げ形状とすることで、３階からの眺

望の視野を開放し、効果的に眺望を観賞できる施設となった。 

 

（４）今後の予定 

 引き続き、静岡市と連携し、優れた景観の維持や来館者の満足度向上に努めていく。 
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部局名 危機管理部 

担当課 危機政策課 

 

№ 11 事業・取組名 津波避難誘導標識の設置 

 

（１）事業・取組の概要 

 静岡県津波避難標識指針による統一規格に基づく分かりやすい標識の設置を推進す

る。 

 

（２）平成 30 年度の実績・成果 

 静岡県津波避難標識指針において、市町が整備する津波避難誘導標識の図記号や色、

レイアウト等を統一するよう促している。 

 これにより、平成 30 年度に市町が整備した 498 基の津波避難標識のうち 497 基が本

指針に準拠したものとなった。津波避難誘導上の効果に加え、沿岸部の統一した景観

形成に寄与している。 

 

（３）実績・成果における要因分析 

 平成 29 年度は 539 基のうち 487 基が指針に準拠したものであったため、市町に対し

指針に基づく標識設置をはたらきかけた成果が得られた。 

 また、指針に準拠していない（498 基のうち）１基については、住民の避難意識向上

のために目立つ工夫をしたものであり、景観への影響は軽微である。 

 

（４）今後の予定 

 引き続き、指針に基づく統一規格による標識の設置を、市町にはたらきかける。 

 

（５）平成 30 年度の標識設置事例（下田市内） 

   

      敷根公園の事例          下田中学校の事例 

 

  ※上記標識は、夜間避難時の視認性を確保するために、蓄光機能を備えている。 
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部局名 企業局 

担当課 地域整備課 

 

№ 34 事業・取組名 富士山麓フロンティアパーク 小山造成事業 

 

（１）事業・取組の概要 

 「富士山を借景にした森に佇む工業団地」をコンセプトに富士山の眺望確保や周辺

環境との調和に配慮した工業用地を整備する。 

 

（２）平成 30 年度の実績・成果 

新たに整備する約 81,000m2 の緑地帯に地域由来の樹種約 44,000 本を植栽し、周辺

環境との調和を図った。このうち、約 3,600m2 に宮脇方式（土地本来の複数の樹種を、

自然林に近い高密度に植樹することにより、早期に森が再生される、防災に強い植樹

方法）を取り入れた植栽を行った。 

 

（３）実績・成果における要因分析 

 地元との協働でアカガシなど地域由来の苗木を 2年間かけて育苗し、平成 30 年５月

には地元小学生 137 名が参加して宮脇方式による植栽を行うなど、地域から親しまれ

る工業団地となった。また、分譲した５社全て県外企業で、うち１社は外国企業であ

り、富士山の眺望が魅力といえる。 

 

（４）今後の予定 

 今後も、地域から親しまれるよう、景観や環境に配慮した工業団地等の整備に取り

組んでいく。 
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３ その他の事業・取組 

行動計画は、景観形成を推進する上で、進捗管理が求められる主な事業・取組で

構成されていますが、景観形成につながる事業・取組は多岐にわたります。 

そこで、行動計画に位置付けられている事業・取組以外で、景観形成に関連する

各部局の事業・取組 ※を示します。 

№ 事業・取組名 部局名 担当課 

１ 静岡県庁東館外壁・屋上防水改修工事 経営管理部 管財課 

２ 草花による本庁舎美化の推進 経営管理部 管財課 

３ 「静岡県文化財保存活用大綱」の策定 文化･観光部 文化財課 

４ 地域複合施設ひより整備事業 健康福祉部 介護保険課 

５ 景観に配慮した公共電柱広告について 警察本部 交通企画課 

※令和元年度に実施中の事業・取組も含みます。
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部局名 経営管理部 

担当課 管財課 

 

事業・取組名 静岡県庁東館外壁・屋上防水改修工事 

 

１ 要旨 

東館は昭和 45 年竣工、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物である。平成元年の外壁

全面改修後 30 年が経過し、劣化が激しい外壁および漏水が発生している屋上防水の

改修工事を実施する。 

 

２ 概要 

（１） 建物概要 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

階数 地上 16 階、地下１階 

面積 建築面積：1,581.57 ㎡ 延床面積：25,158.70 ㎡ 

（２）工事内容 

 ・外壁劣化部の補修・塗装、屋上防水工事、屋根塗装工事 他 

 

３ 色彩に関する検討  

（１）色彩の考え方 

  既存の色を参考とし、県庁舎全体の調和を図り、静岡市景観計画に適合した色彩

となるよう検討を行った。 

（２）専門家による景観検討 

  ア 日時 平成 30 年 11 月６日（火）13：30～ 

  イ 招聘委員 吉田 愼悟委員（静岡県景観懇話会公共空間高質化専門部会委員） 

  ウ 委員からの主な意見 

    東館はコンクリートの構造体をそのまま表しているので、既存の緑がかって

いる外壁色よりも、コンクリートそのものの色彩の方が自然で景観に馴染むと

考える。 

（３）外観写真 

     改修前                    改修後 
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部局名 経営管理部 

担当課 管財課 

 

事業・取組名 草花による本庁舎美化の推進 

 

１ 本館窓辺の草花設置事業 

親しみ易い県庁とするとともに、環境美化・緑化運動の啓発を図るため、平成７

年１月４日から本館正面窓辺等に草花を設置している。 

(1)  草花の設置箇所とプランター設置数 

本館２～４階の窓（80窓）、本館正面玄関等（1回あたり 160鉢）。 

(2)  草花の供給元 

農林大学校及び県下農業高校（11校）に栽培を依頼し、これを購入する。 

(3)  草花の日常管理 

潅水等日常の管理は、原則として当該窓辺の各課職員が行う。ただし、閉庁日

については、業者に業務委託している。 

     

 

２ 本館正面玄関でのプランター設置 

  平成 18年 11月から福祉施設が栽培した花を本館前に設置している。 

 (1) 花プランターの設置数と設置箇所 

   各福祉施設から 30鉢購入し、本館正面玄関前へ設置している。 

 (2) 花プランターの供給元 

   県内福祉施設（８施設）に栽培を依頼し、これを購入する。 
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部局名 文化･観光部 

担当課 文化財課 

 

事業・取組名 「静岡県文化財保存活用大綱」の策定 

 

○文化財保護法の改正により（平成 31 年４月 1 日施行）、各都道府県は地域の文化財

の保存･活用の総合的な施策である「文化財保存活用大綱」を、市町村は都道府県の

策定する大綱を勘案して「文化財保存活用地域計画」を策定することができること

となった。 

 

○本県では、令和元年度内に「静岡県文化財保存活用大綱」を策定する予定である。 

 

○「静岡県文化財保存活用大綱」を策定することで、次年度以降における各市町での

「文化財保存活用地域計画」策定を促進し、地域に根ざした文化財の次世代への継

承を図るとともに、文化財を核とした良好な景観形成を促す。 
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部局名 健康福祉部 

担当課 介護保険課 

 

事業・取組名 地域複合施設ひより整備事業 

 

地域複合施設ひよりは、介護保険法に規定される地域密着型介護老人福祉施設及び

看護小規模多機能型居宅介護事業所の合築施設である。 

介護サービス提供体制整備促進事業費補助金を活用し、（福）ふららが平成 29年度

に整備を行った。 

 

１ 施設概要 

区  分 概 要 

所 在 地 富士宮市山宮 2051-1 

開 設 日 平成 30年４月１日 

入所定員 

地域密着型介護老人福祉施設 

29人 

看護小規模多機能居宅介護事業所 

９人（宿泊定員） 

 

 

２ 景観に関連する取組 

（１）建物デザインの基本的な考え方 

当建築物は富士山の裾野の緩やかな傾斜地に位置し、富士山を背景に、緑に囲

まれた立地にある。  

周囲の環境との調和を図るため、平屋建ての緩やかな勾配の片流れ屋根とし、

外装については腰部を茶系の木調デザインの板材とし、全体をアイボリー系でま

とめた。また、屋根の色調は周囲に溶け込むようにグリーン系を採用した。  

 

（２）施設外観 
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事業・取組名 景観に配慮した公共電柱広告について 

県民の交通安全や防犯に対する意識を高めるため、電柱広告を利用して情報発信を行

っている。 

電柱広告は県屋外広告物条例の許可基準に適合させるとともに、電柱広告が景観を構

成している要素の一つであることから、（公財）静岡県屋外広告協会及び交通基盤部景

観まちづくり課と連携して、「静岡県における交通安全啓発電柱広告ガイドライン」及

び「生活安全啓発電柱広告ガイドライン」を作成し、掲出する地域の景観に調和した色

彩・デザインとした。 

（ガイドラインの内容） 

部局名 警察本部 

担当課 交通部交通企画課 

【掲出状況②】【掲出状況①】
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４ 新たに追加する事業・取組 

東京 2020オリンピック・パラリンピック開催に向けて、伊豆半島において、違反

広告物に対し徹底した是正指導を行っている。

伊豆半島から始めたこの取組を、県内全市町に拡大し、県及び市町が連携協力し

て、美しい景観づくりを進めることで、本県の目指す姿である「ふじのくに回遊式

庭園」の実現を目指すため、行動計画に新たな取組を追加する。

行動計画（Ａ）新規 

№ 事業・取組名 部局名 担当課 

１ 県内全市町で取り組む屋外広告物対策 交通基盤部 景観まちづくり課 
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行動計画（Ａ）事業個票 

 

 番 号 新規 

事業・取組名 県内全市町で取り組む屋外広告物対策 

主 要 方 策 広域景観形成をさらに加速させる 国内外に誇れる高質な公共空間を形成する 

方 策 の 展 開 全広域景観 屋外広告物の適正な規制・誘導 

取 組 項 目 
☐基本方針   ☐研究・検討   ■規制・誘導   ■普及・啓発 

☐事業における景観形成の推進  ☐その他 

部 局 名 交通基盤部 担 当 課 景観まちづくり課 

概 要 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催に向けて、伊豆半

島において、違反広告物に対し徹底した是正指導を行っている。 

伊豆半島から始めたこの取組を、県内全市町に拡大し、県及び市

町が連携協力して、美しい景観づくりを進めることで、本県の目指

す姿である「ふじのくに回遊式庭園」の実現を目指す。 

景観形成に関する配慮事項、進め方 

 伊豆半島の幹線道路沿いで、景観への影響が特に大きい「野立て看板」（案内図

板、一般広告）に対し、徹底した是正指導を行っている。 
 この取組を、自転車競技ロードレースコース沿線（御殿場市、裾野市、小山町）、

その他の県内市町に拡大する。 
 関係する景観協議会において、是正指導の進捗管理を行う。 
 各地域の進捗状況を随時公表し、屋外広告物対策の周知を図る。 
 是正指導や現況調査を実施し、良好な景観形成を推進する。 

事業・取組のスケジュール 

項目 
短期 中期 

（R４～R８) 

長期 

（R９以降） H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

違反広告物の是正指導        

伊豆半島        

 県内全市町 
 （ロードレースコース沿線含む） 

       

違反広告物の現況調査        

調査結果の活用        

         

 

（野立て看板） 

（大井川、浜名湖等） 

（市町へ情報提供、データ活用検討、修景伐等） 

引き続き実施 

東
京
五
輪 

（伊豆半島） 
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ふじのくに景観形成計画進捗状況評価レポート 

静岡県景観づくり推進本部 

（事務局 静岡県交通基盤部都市局景観まちづくり課） 

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町 9-6 

TEL 054-221-3490 FAX 054-221-3493 E-MAIL keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp 
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